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1 事実確認

許可基準規則第17条、第1号及び第3号に規定されている「必
要なパラメータ」とは､許可基準規則の解釈に書かれている内
容と考えている。炉心温度及び架台室内エリアモニタ値以外
の計測について､考え方を説明して下さい。 6
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2 事実確認

11/5審査会合の資料2-2【補足－A】を確認すると､1μAレン
ジの100%指示値が100W以下としており､例示として､1μAレン
ジの100%指示値を「約25W」とされている。許可基準規則第17
条、第2号にある「運転時の異常な過渡変化時においても想
定される範囲内で監視できるもの」について､考え方を説明し
て下さい。
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